
・当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

・入院基本料について

専門病棟８F、９F(急性期一般入院料１)
当病棟では、患者7名に対し1名の看護体制となっており、各時間帯の看護体制は
下記のとおりとなっております。

緩和ケア病棟１０F(緩和ケア病棟入院料１)
当病棟では、患者7名に対し1名の看護体制となっており、各時間帯の看護体制は
下記のとおりとなっております。

・食事療養

当院では入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理
された食事を適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供しています。

・特別の療養環境の提供

専門病棟８F

専門病棟９F

緩和ケア病棟１０F

厚生労働大臣の定める掲示事項

 0:00　～　 8:00

看護職員1 人あたりの受け持ち数は4人以内

看護職員1 人あたりの受け持ち数は6人以内

看護職員1 人あたりの受け持ち数は8人以内

保険医療機関及び保険医療養担当規則に基づく掲示事項のご案内です。

看護職員1 人あたりの受け持ち数は 8人以内

看護職員1 人あたりの受け持ち数は16人以内

看護職員1 人あたりの受け持ち数は19人以内 0:00　～　 8:00

 8:00　～　16:00

16:00　～　 0:00

 8:00　～　16:00

16:00　～　 0:00

部屋番号

９０１、９０２

８０１、８０２、８０３、８０５、８０６、８０７
８０８、８１０、８１１、８１２、８１３、８１５

８１７、８２２

部屋番号

１００３、１００５、１００６、１００７、１００８、
１０１０、１０１１、１０１２、１０１３、１０１５

１００１、１００２

９０３、９０５、９０６、９０７、９０８
９１０、９１１、９１２、９１３

９１６、９２２

９１７

部屋番号

22,000円

5,500円

室料差額(税込)

9,350円

8,250円

室料差額(税込)

27,500円

9,350円

8,250円

6,050円

室料差額(税込)



・敷地内禁煙

当院は、健康増進法（平成14年法律第103号）第25条に規定された「受動喫煙防止対策について」

（平成22年2月25日付け健発0225第2号厚生労働省健康局長通知）により、受動喫煙防止対策の一環

として『敷地内禁煙』を実施しております。

・情報通信機器を用いた診療について

当院では、情報通信機器を用いた診察を行っております。

ただし、診療通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行っておりません。

・明細書発行体制について

当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、個別の診療報酬の

算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

また、公費負担医療等の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を発行しております。

なお、明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点を

ご理解いただき、ご家族の方が代理で受け取る場合、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を

希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

・一般名処方について

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもと

にした一般名処方（一般的な名称により処方箋を発行すること）を行う場合があります。

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必要な医薬品が提供し

やすくなります。

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。

・外来腫瘍化学療法診療料について

当院の外来化学療法は、医師・看護師・薬剤師・栄養士等、がん治療専門の多職種が連携をする体制を

とっています。安心・安全な外来化学療法を推進していく観点から、24時間緊急時の相談対応ができる

ような体制を整備しており、緊急入院についても受け入れる体制を確保しています。

実施されている化学療法のレジメン（治療内容）の妥当性を評価し、承認する委員会を開催しております。

・バイオ後続品使用体制加算について

当院では厚生労働省の方針に基づきバイオ後続品を積極的に採用しております。

バイオ後続品は、先行するバイオ医薬品とほぼ同等の品質であることが確認されており、効果と安全性も

同じであることが保証されています。

そのため、当院で処方する薬剤には、後発医薬品やバイオ後続品が含まれる場合があります。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

・電子的診療情報連携体制整備加算について

当院では、医療DXを通じ質の高い医療を提供できるよう、以下の体制整備を行っております。

○診療報酬明細書（レセプト）のオンライン請求を行っています。

○オンライン資格確認を行う体制を有しております。

○オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報等を活用して診療可能な体制を有しております。

○電子処方箋が発行できる体制を有しております。

○マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、ポスター掲示・お声がけを行っております。

○電子カルテ情報共有サービスの取り組みを実施するため、今後導入予定です。

・歯科外来診療医療安全対策加算

当院は「医療安全管理対策」「院内感染防止対策」に努めています。

歯科・口腔外科医療機器等は、患者さん毎に滅菌消毒を行っています。

歯科医師は医療安全対策に係る研修を修了しています。

緊急時に対応できるよう、院内連携体制を整備しております。

2026年6月現在


